
西川材（ひのき）を使用した
生ごみ処理器「キエーロ」を販売します！

町では、家庭から排出される生ごみの減量化をより一層推進するため、
西川材を使った生ごみ処理器キエーロの販売を行っています。

キエーロとは・・・黒土のなかに生ごみと水を混ぜ合わせて埋めると、
黒土に含まれるバクテリアの力で生ごみを消滅させる生ごみ処理器で
す。臭いや虫が発生することもなくごみの減量化ができます。
　一つひとつ町内材木店が手作りで作製します。また、町ホームページ
にキエーロの使い方やＱ＆Ａ、実験結果などが掲載されていますので、
ぜひご覧ください。

▼販売基数　10基（先着順。１世帯１基まで）　　　　

▼販売価格　4,000円

▼対象者　一般家庭から出る生ごみを自分で処理するためにキエーロを使用する人で、町内に在住し、キエーロ
を良好な状態で維持管理できる人

▼申込み　４月18日（月）から７月29日（金）までに役場生活環境課で申請書に記入しお申し込みください。
審査後、町から購入決定通知書を送付しますので、窓口で代金と引き換えにキエーロをお渡しします。

※キエーロの作製には少々お時間がかかります。なお重量（34キログラム）があるため、お持ち帰りが難しい
場合はご相談ください。

▼キエーロの寸法　高さ80センチメートル×幅90センチメートル×奥行45センチメートル

▼問合せ　役場生活環境課環境係ｔ295－2112 171・172

家庭用生ごみ処理機器設置補助金をご活用ください

町では、家庭から排出される生ごみの減量の推進を図るため、家庭用生ごみ処理容器および家庭用生ごみ処理機
の購入費に対し補助金を交付しています。

▼補助基準および補助金額　
種類 基準 補助金額

生ごみ処理容器

・有効容積が10リットル以上のもの
・臭

しゅう

気
き

等の発散防止や雨水が流入しないように安
全なふたがあるもの

・購入費が1,000円以上のもの
・購入後１年以内のもの

購入費の10分の９以内の額で、１基に
つき10,000円が限度。
（１年度につき１世帯２基まで）

生ごみ処理機 ・生ごみの堆肥化または減量化を目的に製造され
た機械

購入費の２分の１以内の額で、30,000円
が限度。（１年度につき１世帯１基まで）

※補助金の額に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てます。

▼問合せ　役場生活環境課環境係ｔ295－2112 171・172
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▼接種回数および費用（自己負担）１回／3,000円
※定期接種の人のうち生活保護受給者は無料です。

▼申請場所　保健センター

▼接種方法
１．保健センターで申請を行い、「予診票」を受け取る。
２．医療機関の予約を取る。
３．自己負担額3,000円を医療機関へ支払う。

▼接種場所

毛呂山町

おっぺ小児科アレルギー科クリニック、長
瀬クリニック、初野医院、ハピネス会川角
クリニック、街かどのクリニック、丸木記
念福祉メディカルセンター、ゆずの木台ク
リニック、埼玉医科大学病院、HAPPINESS
館クリニック、ふたばクリニック

越生町 市川医院、越生メディカルクリニック、かあ
いファミリークリニック

坂戸市 浅羽クリニック、伊利医院、坂戸西診療所、
明海大学病院、吉松医院

※定期接種の場合は上記の他にも接種できる医療機関
があります。詳しくは事前に保健センターへお問い合
わせください。

▼注意事項
・助成の対象となるのは生涯のうち一回のみです。
・任意接種対象の人が指定医療機関以外で接種された

場合は全額自己負担となります。

▼問合せ　保健センター予防係
　ｔ294－5511

高齢者肺
はい
炎
えん
球
きゅう
菌
きん
予防接種の費用の一部を助成します

▼助成対象者　接種日現在、毛呂山町に住民登録があ
り、かつ、今までに肺炎球菌予防接種（ニューモバ
ックス）を受けたことがない人のうち、以下の①ま
たは②に該当する人

　①65歳以上の人（当該年度内年齢到達）
　②満60歳から64歳の人で、心臓、腎

じん
臓
ぞう

、または呼
吸器の機能に身辺の日常生活が極度に制限される障
害や、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日
常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人

▼接種の種類および対象者
１．定期接種（予防接種法に基づくもの）
　（１）助成対象者①のうち、以下の年齢の人

 65歳 昭和32年4月2日～昭和33年4月1日生まれ

 70歳 昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生まれ

 75歳 昭和22年4月2日～昭和23年4月1日生まれ

 80歳 昭和17年4月2日～昭和18年4月1日生まれ

 85歳 昭和12年4月2日～昭和13年4月1日生まれ

 90歳 昭和 7年4月2日～昭和 8年4月1日生まれ

 95歳 昭和 2年4月2日～昭和 3年4月1日生まれ

100歳 大正11年4月2日～大正12年4月1日生まれ

　（２）助成対象者②に該当する人
２．任意接種　66歳以上で定期接種に該当しない人

毛呂山町では、65歳以上の人が肺炎球菌予防接種を受ける場合、初めて接種する人に限り費用
の一部を助成しています。指定医療機関において、自己負担額3,000円で接種できます。肺炎予
防のためにご活用ください。
なお、助成を希望する人は保健センターで所定の手続きを行う必要があります。
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